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まとめ

生まれてくるこどものために！！

公益社団法人日本産科婦人科学会
理事長 加藤聖子

臨床倫理監理委員会 委員長 鈴木 直

国に対して、生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホー

ム」の設立を強く要望する
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1. 背景
2. 生まれてくるこどものための医療に関わる「生命倫理に

ついて審議・監理・運営する公的プラットホーム」の設
立について

3. 日本版HFE法（プログラム法）並びに日本版HFEAの設
立について

4. 日本産科婦人科学会の取り組み
5. まとめ

本日のご説明内容
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年別 出生児数
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FET出生児 ICSI出生児 IVF出生児

2020年
体外受精・胚移植等の臨床実施成績

1978年 たった一人の誕生（英国）

1983年 たった一人の誕生（日本）

技術革命
・採卵の簡易化
・精子・受精卵・卵子凍結
⇒誰のものをいつ使うか（自由）

・受精卵（着床前遺伝学的検査）/出生前遺伝学的検査

背景-1

約16人
に1人

約25人
に1人

約50人
に1人

約100人
に1人

2004年
特定不妊治療
助成事業開始

2010年
エドワード博士
がノーベル医
学・生理学賞受

賞

約14人
に1人

90%近くが凍結
融解胚移植で誕生

202X年＝日本人の10人に1人は
体外受精胚移植により生まれる

日本産科婦人科学会ART登録
臨床倫理監理委員会 登録・調査小委員会
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背景-1
 日本産科婦人科学会は、倫理的に注意すべき事項に関する見解を公表し、

日本産科婦人科学会の会員に遵守を求めてきた（倫理に関する見解）
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1. 生殖補助医療実施医療機関の登録と報告に関する見解（1986年〜）
2. 体外受精・胚移植に関する見解 （1983年〜）
3. 顕微授精に関する見解（1992年〜）
4. ヒト胚および卵子の凍結保存と移植に関する見解（1988年〜）
5. 医学的適応による未受精卵子，胚（受精卵）および卵巣組織の凍結・保存に関する見解（2014年〜）
6. 提供精子を用いた人工授精に関する見解/考え方（1997年〜）
7. 生殖補助医療における多胎妊娠防止に関する見解（1996年〜）
8. 精子の凍結保存に関する見解（2007年〜）
9. 「体外受精・胚移植に関する見解」および「ヒト胚および卵子の凍結保存と移植に関する見解」における「婚

姻」の削除について（2014年）
10. 「XY精子選別におけるパーコール使用の安全性に対する見解」の削除について（2006年）
11. ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見解/細則（1985年〜/2015年〜） 
12. ヒトの体外受精・胚移植の臨床応用の範囲についての見解/解説（1998年） 
13. 「重篤な遺伝性疾患を対象とした着床前遺伝学的検査」に関する見解/細則着床前診断に関する見解/細則/申請様

式（1998年〜） 
14. 不妊症および不育症を対象とした着床前遺伝学的検査に関する見解（2022年〜）
15. 不妊症および不育症を対象とした着床前胚染色体異数性検査（PGT-A）に関する細則出生前に行われる遺伝学的

検査および診断に関する見解 （2022年〜）
16. 不妊症および不育症を対象とした着床前胚染色体構造異常検査（PGT-SR）に関する細則代理懐胎に関する見解/

考え方（2022年〜）
17. 死亡した胎児・新生児の臓器等を研究に用いることの是非や許容範囲についての見解/解説（2001年〜）
18. 出生前に行われる遺伝学的検査および診断に関する見解（1998年〜）
19. 代理懐胎に関する見解/考え方（2003年〜）
20. 胚提供による生殖補助医療に関する見解/考え方（2004年〜） 

背景
 日本産科婦人科学会は、倫理的に注意すべき事項に関する見解を公表し、

日本産科婦人科学会の会員に遵守を求めてきた（倫理に関する見解）

生殖医療を行う産婦人科の医師と一般社会の約束事

40年
自主規制＝公的管理X
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ところが・・・見解は学会員に対してのみ有効！
現在問題となっている生殖・周産期医療が抱える倫理的課題・社会的影響

 代理母、卵子提供、精子提供
 着床前遺伝学的検査（PGT-M, PGT-A/SR）

（重篤な遺伝性疾患、流産、体外受精不成功）
 出生前遺伝学的検査（NIPT）
 医学適応のない卵子凍結
 死後生殖（小児・AYA世代がん患者等に対する妊孕性温存療法研究促進事業）

個人の幸福追求権 ⇔ 優生思想（人間の質への介入）

医学のあゆみ2017;263(10)882-885 朝日新聞論説委員 行方史郎 一部改変

第3者の助けが必要
な特定生殖補助医療

胚の選別

胎児の選別
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背景-1

社会的合意が必要！！



8

2007.5.7
中村也志裁判長は「会告の内容は
公序良俗に違反しておらず、着床
前診断の制約は違法ではない」 と
述べ、請求を退ける判決を言い渡
した。一方で判決は、着床前診断
の現状について、「学会の自主規
制にゆだねられることが理想的と
は言えず、立法による速やかな対
応が望まれる」と、法制度 の不備
を指摘した。判決は、院長の処分
無効についても、「学会の総会で
承認され、適正な手 続きだった」
と述べた。

公の秩序，善良の風俗
行為の社会的妥当性

背景-1

16年も前の事例！！



体外受精によりできてしまうこと（breakthrough)
（体外受精による妊活）

 当事者男女の間だけではない生殖医療
 (配偶子（精子、卵子）や胚（受精卵）の提供、 代理懐胎)

 凍結して保存・輸送することが可能
 (配偶子（精子、卵子）や胚（受精卵） ）

 出生前(妊娠成立前) に児の情報を知る 
着床前遺伝学的検査

子どもを授かる時代 子どもをつくる時代

近未来の“子づくり”を考える―不妊治療のゆくえ 久具 宏【著】
9

つまり他人の配偶子等

背景-1



出来ることはやってよい…のか？

• 第三者の精子・卵・受精卵・子宮（代理懐
胎）を用いる

• 重篤な遺伝性疾患を対象とした着床前遺伝学
的検査

• 不妊症及び不育症を対象とした着床前遺伝学
的検査

• 母体血を用いた出生前遺伝学的検査
（NIPT)

• 生殖補助医療実施施設の認定

• 生殖補助医療で生まれた子供の登録

• 出自を知る権利を誰が管理するか？対価は？

• 原因遺伝子が解れば何でもやってよいか？（優生
思想との兼ね合い）

• 希望者に誰でもやってよいか（ダウン症のスク
リーニング、男女産み分けにも使える。妊娠成功
率の向上は証明されていない。）

• 希望者はだれでも受けてよいか。偽陽性率が多く
てもわかる病気の検査をすべてやってよいのか？

• 学会認定が条件だが学会に査察・監査等の行政権
限はない。

• 学会登録システムしかない。10人に1人がこの技
術で生まれる時代“がん登録”同様国民の健康に
関する重要な情報ではないか？
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背景-1

日本産科婦人科学会臨床倫理管理委員会前委員長 三上幹男先生スライド



出生前遺伝学的検査（NIPT）
結果により人工妊娠中絶を行う頻度高い

着床前遺伝学的検査（PGT）
体外受精が必要

〇検査を希望するカップル
（疾患の回避）
自己決定権

〇検査で診断される疾患を持つ方、そのご家族
（遺伝性疾患・染色体疾患の排除）
ノーマライゼーションの理念

〇女性・社会全体（含む男性）

医学的判断/倫理的問題・公共の福祉

「子どもを産む」時にできる遺伝学的検査
障碍がある方もない方も、だれもが健康に生きられる社会

〇医師
産婦人科医

当該遺伝疾患専門医
臨床遺伝専門医

当事者は希望者・医療者だけではない
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背景-2
 生殖補助医療に関連した判例

 離婚後の親権に関する判例（AID）:1998年
 夫による嫡出否認に関する判例（AID）:1998年
 夫の生死と提供卵子を使用した代理懐胎に関する判例：2005年
 死後生殖に関する判例：2006年
 依頼者夫婦の配偶子を使用した代理懐胎による判例：2007年
 性同一性障害者に対する生殖補助医療に関する判例（AID）：2013年

日本産科婦人科学会の見解は、生殖補助医療を行う学会員に
対する自主的な規制

裁判所：立法府が「関連立法の整備を行うことが好ましい」
という見解 
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背景-2
 生殖補助医療に関連した判例に対する公的審議会見解

1998（平成10）年、厚生省（当時）において、厚生科学審議会の中に生
殖補助医療技術に関する専門委員会が設置され、2000（平成12）年12 
月には、報告書「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方に
ついての報告書」

2003（平成15）年に、まず、厚労省生殖補助医療部会が「精子・卵子・
胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」

2003（平成15）に 、法務省親子法制部会が「精子・卵子・胚の提供等
による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関
する要綱中間試案」

2008（平成20）年4 月に日本学術会議の報告書「代理懐胎を中心とする
生殖補助医療の課題―社会的合意に向けて―」→法務大臣及び厚生労働大
臣

公的な管理機関設置の必要性！ 13



22年前!! 20年前!! 15年前!!

レファレンス 815号、37-64, 2018

生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」（案）

継続して審議されていない現状がある！！ 14



生殖補助医療の在り方を考える議員連盟 第3回総会配布資料
令和3年2月9日国立国会図書館調査及び立法考査局資料1

諸外国では生殖補助医療や配偶子提供等に関する制度設計に国が関与している

 配偶子
提供

 情報管
理

 代理懐
胎の規
制

 生殖補
助医療
の施設
認定

 着床前
検査

 出生前
検査

 実施登
録

生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」（案）

1985-2004年頃
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背景-3
 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民

法の特例に関する法律（2020（令和2）年12月）

公的な管理機関設置の必要性！ 16

国の責務
医療関係者の責務

を明確にしていただきたい



受け皿案 PROS CONS

こども家庭庁内
あるいは
直轄の公益法人

もっとも明快
あるべき姿
国民的納得が得られる
専門家を呼びやすい
予算を立てやすい

国家が直接生殖に口出しできるか？
設立まで時間がかかる

日本医師会
行政的許認可経験あり（母体
保護法指定医・指定施設）
経験がある分早いのでは

結局「医師がやりたいがための組
織」と見られないか？
費用の補助が必要

日本医療機能評価機構 中立的
産科医療補償制度の経験あり

事務機構の新設が必要
費用の補助が必要
「医療の評価」と言う大義名分に合
致しない

国立成育医療研究センター 専門家集団 専門家のみの意見と見られないか
一医療機関の言うことを皆が聞くか

子どもを産むことに関する生命倫理問題の
受け皿はどこが良いか？
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生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」についての公開討論会

https://www.jsog.or.jp/modules/committee/index.php?content_id=306
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1. 背景
2. 生まれてくるこどものための医療に関わる「生命倫理に

ついて審議・監理・運営する公的プラットホーム」の設
立について

3. 日本版HFE法（プログラム法）並びに日本版HFEAの設
立について

4. 日本産科婦人科学会の取り組み
5. まとめ

本日のご説明内容
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①国が法制上の措置を行い監理す
べき事項

②国が法制上の措置を行うことが難しい
事項（公的プラットフォーム A、B）

第1段階：明確化

厚生労働省やこども家庭庁等で検討し施策実行 厚生労働省やこども家庭庁内、あるいは公益財団法人
などの形で組織構築（医療機能評価機構等）

検討・監理事項
㋐生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した
子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
（令和２年法律第76号）（2022/12/4成立、
2022/12/11公布）の付則第3条の検討事項 （特
定生殖補助医療）
㋑生殖補助医療実施医療機関登録・整備、生殖補
助医療実施例登録
㋒ヒト精子、卵子、受精卵を扱う胚培養士認定の
国家資格の必要性（例：産婦人科専門医は一般社
団法人日本専門医機構が認定を行っている）
㋓がん・生殖医療（精子、卵子、受精卵（胚）、
卵巣組織等の長期保管・管理、死後生殖、将来的
には代理懐胎）（現在、日本産科婦人科学会、日
本泌尿器科学会、日本がん・生殖医療学会が行っ
ている）

検討・監理事項
㋐生殖補助医療全般（情報提供・啓発）
㋑着床前遺伝学的検査（情報提供・啓発、施設認証、
検査所認証）
㋒出生前遺伝学的検査（情報提供・啓発、施設認証、
検査所認証）
㋓医学的適応のない卵子凍結（情報提供・啓発、施設
認証？）
㋔これからさらなる発展が予想される遺伝学的検査に
関しての運用・管理
㋕その他

生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」（案）

 A 専門委員会：議論を行い報告書を発出
構成：医療関係者（産婦人科、小児科、看護、遺伝関連等）、
法学･生命倫理の専門家、障害者福祉分野の専門家、検査その
他の有識者等で構成する、必要時には追加

 B 運営委員会：専門委員会の報告書に沿っての運営、監理を行う
庶務：行政あるいは公益財団法人などの形での組織の関連課
が行う
費用：国が負担する
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https://www.jsog.or.jp/modules/committee/index.php?content_id=301
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生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」（案）

A 専門委員会、B 運営委員会参考例

国の方針

22



PGT-M（重篤な遺伝性疾患に対する着床前遺伝学的検査）
に関する倫理審議会(第1-3部）

2020年1月25日、2020年11月1日、2021年2月7日
日本産科婦人科学会

1. 倫理審議会委員（27名）、傍聴団体・オブザーバーを基本参加者として完全公開でWEB開
催

2. 3回のすべての審議会後には、アンケート調査（自由記載含む）を行い、意見聴取、その後
完全意見公開

3. 最終報告書作成（最終報告書への意見も含めて一般公開）「PGT-Mに関する倫理審議会」
最終報告書、参考資料、ご意見の掲載に関するご案内」
https://www.jsog.or.jp/modules/committee/index.php?content_id=178

生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」（案）

A 専門委員会参考例（過去に学会が開催）
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1. 背景
2. 生まれてくるこどものための医療に関わる「生命倫理に

ついて審議・監理・運営する公的プラットホーム」の設
立について

3. 日本版HFE法（プログラム法）並びに日本版HFEAの設
立について

4. 日本産科婦人科学会の取り組み
5. まとめ

本日のご説明内容

24



 国民、関連する患者団体や学術団体等

日本版HFE法：プログラム法

日本版HFEA：生まれてくるこどものための
医療に関わる「生命倫理について審議・監
理・運営する公的プラットホーム」

非府省型の公的機関

日本政府
X 省・Y庁

日本産科婦人科学会

学術団体によるガイドライン：優れた医療を行うための専門家
からの推奨事項であり、法的拘束力無し

案 法令に根拠を持つ生
殖補助医療に関する
公的な規制

 社会との対話を通じて、社会と共同して連携する

（参考）

理念法、設置法等

英国における公的管理機関
HFEA（Human Fertilisation and 

Embryology Authority）

生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」（案）
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HFE法（1990年、2008年、2015年）

HFEA（1991年）
非府省型の公的機関英国政府

主務大臣（保健大臣） 1. 規制機関としての任務（実施施設認可）
2. 公衆への指導・助言を行う任務
3. 医療関係者・研究者への情報提供の任務ART実施施設の臨床責任者（HFEA認

可条件、ガイダンス）
 王立産科婦人科学会等によって定
められた訓練を受けた総合医療評
議会の登録専門医

着床前診断（HFEAガイダンス）
複数分社の専門家からなる医療チー
ムが対応
適応の可否の最終決定者→上級の臨
床遺伝学者

HFEAによるARTの規制
1. 改正1990年HFA法等の法律
2. 行政の規則
3. 認可条件（2023年2月現在198施設）→法的拘束力有り

4. HFEAが定める指示→法的拘束力有り

5. HFEAが定めるガイダンス（ART実施施設が治療と施設管理に関して遵守すべ
き見解） →法的拘束力無し

議長を含む21人の委員と4人の
シニアスタッフ（公募）
議長と副議長は非専門家

＋
保健省からのオブザーバー1名

26

法令に根拠を持つ生殖補助医療に関する公的な規制

学術団体によるガイドライン：優れた医療を行うための専門家からの
推奨事項であり、法的拘束力無し（自主規制）

日本産科婦人科学会
ART登録施設認定（626施設 2023年7月現在） 見解



1. 背景：1 見解、 2 判例、3 法律
2. 生まれてくるこどものための医療に関わる「生命倫理に

ついて審議・監理・運営する公的プラットホーム」の設
立について

3. 日本版HFE法（プログラム法）並びに日本版HFEAの設
立について

4. 日本産科婦人科学会の取り組み
5. まとめ

本日のご説明内容
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生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」設置に関する上申

「生命倫理に関わる生殖・周産期医療を管理・運営する公的機関の設置に関する提案書」について

野田内閣府大臣（当時）に要望書提出

野田内閣府大臣（当時）から具体的な案を日本産科婦
人科学会から提出するよう指示をいただいた

2022/2/17 2022/7/29

 日本産科婦人科学会からの具体的な案を提出

28



2022/2/17

生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」設置に関する上申
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生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」設置に関する上申

2023/4/7

こども家庭庁 母子保健課課長

2023/4/25

2023/2/16 2023/3/6

30



生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」設置に関する上申

2023/4/25

2023/3/6
2023/6/29

2023/6/29

2023年7月20日：武田俊彦様とご面会
2023年8月3日：こども家庭庁 成育局 母子保健課 木庭愛課長とご面会

31



臨床倫理監理委員会

ART登録データ
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年別 治療周期数
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2020年
体外受精・胚移植等の臨床実施成績

日本産科婦人科学会ART登録
臨床倫理監理委員会 登録・調査小委員会33



年別 妊娠率・生産率・多胎率

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

西暦

妊娠率（/ET、新鮮)
妊娠率（/ET、凍結)
生産率（/採卵）*
多胎率

* 2007年以降は全胚凍結周期を除いて表示

2020年
体外受精・胚移植等の臨床実施成績

日本産科婦人科学会ART登録
臨床倫理監理委員会 登録・調査小委員会34



移植ステージ別・年齢別 移植あたり
妊娠率 2020
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2020年
体外受精・胚移植等の臨床実施成績

日本産科婦人科学会ART登録
臨床倫理監理委員会 登録・調査小委員会35



（８）日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に
関する登録施設であること。
また、日本産科婦人科学会のARTオンライン登録
への症例データの入力を適切に実施すること。

＊保険診療を行う条件＝日産婦の施設認定⇔我々に監査権限はない
＊生殖補助医療は日本の将来、女性、社会にとって重要な医療
＊単一の学会のみ関与するシステムでいいのか？

（学会は会員からの会費で成り立ち、会員のために活動する）

生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策
（令和4年4月1日より施行）
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臨床倫理監理委員会

特定生殖補助医療
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特定生殖補助医療とは
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生殖補助医療の在り方を考える議員連盟
2023.4.25

39



日産婦シンポジウム 令和5年1月15日
「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療について-議論すべき課題の抽出-」

・特定生殖補助医療を提供している医療者・支援者
・特定生殖補助医療で生まれた子ども
・特定生殖補助医療を使って子を成した親
・特定生殖補助医療を使って子を成そうとしている方

すべてが一堂に会したシンポジウム

一般公募抄録：133題

https://www.jsog.or.jp/modules/committee/index.php?content_id=291

オープンな議論が不足している！！
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1.精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療を希望するカップルに対して、親とな
るために生じる課題に関する情報提供が行われ、そのカップルの子どもに対して、
成長に合わせた継続的な心理支援が行われることを求めます：国の責務

2.生まれてきた子どもへの幼少期からの告知を推奨します：国には、治療前から出産後にかけて告
知の重要性を継続的に伝えるとともに、告知の時期や方法について支援する体制を敷くことを求めます。本医療によって生
まれてくる子どもの福祉や権利を守るためにも、国には、子どもへの告知並びに子どもの出自を知る権利に関する法整備を、
行政にはその告知を支援し、出自を知る権利を保証するための情報管理体制の早急なる確立を強く要望します

3.生まれてきた子どもの出自を知る権利について、国と行政を中心とした実施体制の
整備を求めます：国には、まず、出自を知る権利の当事者である子どもたちがいかなる情報提供をいかなる時期に望
んでいるのかを知った上で、どのような制度が必要かを考え、子どもの出自を知る権利に関する法整備を早急に進めるとと
もに、その情報管理体制の具体的な整備方針（公的管理運営委員会の設置、長期にわたる同意書などの保存、出自を知る権
利の行使に対する対応、医療実績などの調査・統計の作成などについて）を定め、行政が実行することを強く要望します

日産婦シンポジウム 令和5年1月15日
「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療について-議論すべき課題の抽出-」

生殖補助医療の在り方を考える議員連盟
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4. 提供精子を用いた体外受精・顕微授精の導入に関する議論を求めます：提供精子を用い
た体外 受精・ICSI を認めるのかどうか、厚生労働省が2001 年1 月17日（22 年前）に発出した母子保健課長通知を、
どのようにするのかを早急に明確にして公表していただくことを求めます

5.本医療に伴って発生する費用負担に関する議論を求めます：国が関与する形での議論ならびに
体制整備を強く要望します

6.精子、卵子、胚の提供またはあっせんに関する法的規制の整備を求めます：国が関与す
る形での精子、卵子提供体制の整備が望まれます

7.本医療の提供範囲について議論の継続を求めます

8.日本本産科婦人科学会は、法で定められた医療関係者の責務「基本理念を踏まえ、
良質かつ適切な生殖補助医療を提供するように努める」を目標に活動をして参りま
す

日産婦シンポジウム 令和5年1月15日
「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療について-議論すべき課題の抽出-」

生殖補助医療の在り方を考える議員連盟
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4. 提供精子を用いた体外受精・顕微授精の導入に関する議論を求めます：提供精子を用いた体外受精・
ICSI を認めるのかどうか、厚生労働省が2001 年1 月17日（22 年前）に発出した母子保健課長通知を、
どのようにするのかを早急に明確にして公表していただくことを求めます

22年も前！！

43



生殖補助医療の在り方を考える議員連盟よりの依頼：特定生殖補助医療に関する法律案（仮称）
（新規立法）（たたき台）への提案

44



臨床倫理監理委員会

着床前遺伝学的検査
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https://www.jsog.or.jp/modules/committee/index.php?content_id=257 46



PGT: preimplantation genetic testing
着床前遺伝学的検査とは

PGT-A(PGT for aneuploidies)：反復流産や反復ART不成功のカップルが対象、胚の染色体異数性を調べ
る

PGT-SR(PGT for structural rearrangements)：いずれかが染色体構造異常の保因者であるカップルが
対象

PGT-M(PGT for monogenic/single gene defects)：いずれか又は両者が重篤な遺伝性疾患の保因者で
あることが確定しており、重篤な遺伝性疾患をもつ児が生まれる可能性があるカップルが対象

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター産科/遺伝診療センター佐々木愛子先生からスライドをご供与いただいた
47



日本産科婦人科学会と着床前遺伝学的検査
 1998年10月「着床前診断に関する見解」発表→重篤な遺伝性疾患に限り臨床研
究として着床前診断を実施することを容認→1症例毎に審査

 2004年1例目の審査施行
 2006 年2月染色体均衡型転座に起因する習慣流産も着床前診断の対象に追加。
 「重篤」の定義：「成人に達する以前に日常生活を強く損なう症状が
出現したり死亡する疾患」（着床前診断に関する専門委員会）
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日本産科婦人科学会と着床前遺伝学的検査

木村正前理事長
三上幹男前臨床倫理監理委員会委員長 49



PGT-M（重篤な遺伝性疾患に対する着床前遺伝学的検査）
に関する倫理審議会(第1-3部）

2020年1月25日、2020年11月1日、2021年2月7日
日本産科婦人科学会

1. 倫理審議会委員（27名）、傍聴団体・オブザーバーを基本参加者として完全公開でWEB開
催

2. 3回のすべての審議会後には、アンケート調査（自由記載含む）を行い、意見聴取、その後
完全意見公開

3. 最終報告書作成（最終報告書への意見も含めて一般公開）「PGT-Mに関する倫理審議会」
最終報告書、参考資料、ご意見の掲載に関するご案内」
https://www.jsog.or.jp/modules/committee/index.php?content_id=178

生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」（案）

A 専門委員会参考例（過去に学会が開催）
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臨床倫理監理委員会

死後生殖
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1. 妊娠期がん（乳がん患者等）
2. 死後生殖（松山事件（最高裁 平成18年9月4日判決（民集60巻7号2563頁）

3. （これから次々明らかになるであろう）遺伝性がんや原因不明疾
患の原因遺伝子に対するPGT-M（着床前遺伝学的検査）

今後想定される、解決すべき（方策を準備しておくべき）課題

小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業（2021年〜）

令和3年4月1日から

22億円の経済的支援

令和4年4月1日から追加
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読売新聞2016年

松山事件（最高裁 平成18年9月4日判決（民集
60巻7号2563頁）→2006年

 夫の死後約600日目に凍結保存精子を用いた体外受精に
よって得た子を亡夫の嫡出子として出生届け出を行おう
としたが役所に受理されず妻の嫡出でない子とされた。

 夫の死後３年間は強制認知ができることから認知の訴え
を提起した。

 こと夫の間に非嫡出親子関係を形成し法律上も親子とし
て認めてもらうようとした。

 最高裁は、死後懐胎子の父は懐胎前に死亡しているため、
親権者になりうる余地はなく、子は父から監護、養育、
扶養を受けることはありえず、父の相続人にもなり得な
いことなどを理由として親子関係を認めなかった。

判決骨子
 多角的な観点から検討し、親子関係を認める
か否かや、認める場合の要件や効果を定める
立法で解決されるべきだ

 立法がない以上、法律上の親子関係の形成は
認められない 松山事件（最高裁 平成18年9月4日判決（民集

60巻7号2563）
（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/
detail2?id=33488）

死後生殖

約17年も前の事例！！
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1. 背景：1 見解、 2 判例、3 法律
2. 生まれてくるこどものための医療に関わる「生命倫理に

ついて審議・監理・運営する公的プラットホーム」の設
立について

3. 日本版HFE法（プログラム法）並びに日本版HFEAの設
立について

4. 日本産科婦人科学会の取り組み
5. まとめ

本日のご説明内容
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臨床倫理監理委員会

登録データ：
 ART登録データ
特定生殖補助医療
着床前遺伝学的検査
がん・生殖医療

倫理的課題：
生殖医療全般
これからさらなる発展が予想される遺伝学的検査に関し
て（NIPT、着床前遺伝学的検査等）

死後生殖
55



生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律（2020（令和2）年12月）

 国に対して、生まれてくるこどものための医療に関わる「生命倫理について審
議・監理・運営する公的プラットフォーム」の設立を強く要望する

まとめ

1. 日本版HFEA等の公的プラットフォーム等の設立
2. こども家庭庁内若しくは厚生労働省に、継続して審議ができる「審議

会」の設置 56



日本において公的機関が「子供を産む」ことに関する生命倫理を
監理運営するに際しての問題点・解決案

公的なサポートを受けアカデミアと社会が
共同して設立するプラットフォーム

【提案】
①「子供を産む」医療に関する生命倫理

継続的に方向性を議論する委員会（専門委員会）：指針を策定

② ①の委員会を所轄・その方向性に基づいて実務を行う委員会（監
理）を、こども家庭庁内あるいは公益財団法人などの形で組織（医療
機能評価機構などがモデル）

 戦前(人口政策確立要綱1941)、戦後(優生保護法1948)の反省から、国が生殖・
生命倫理に関して直接に規則（法）を策定しづらい

 「命の選別」を懸念する意見もあり、意見が分かれる着床前・出生前遺伝学的検
査など法律の策定は困難

 技術の進歩が著しく、法制定をすると新技術の発展を導入できなくなる可能性
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①国が法制上の措置を行い監理す
べき事項

②国が法制上の措置を行うことが難しい
事項（公的プラットフォーム A、B）

第1段階：明確化

厚生労働省やこども家庭庁等で検討し施策実行 厚生労働省やこども家庭庁内、あるいは公益財団法人
などの形で組織構築（医療機能評価機構等）

検討・監理事項
㋐生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した
子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
（令和２年法律第76号）（2022/12/4成立、
2022/12/11公布）の付則第3条の検討事項 （特
定生殖補助医療）
㋑生殖補助医療実施医療機関登録・整備、生殖補
助医療実施例登録
㋒ヒト精子、卵子、受精卵を扱う胚培養士認定の
国家資格の必要性（例：産婦人科専門医は一般社
団法人日本専門医機構が認定を行っている）
㋓がん・生殖医療（精子、卵子、受精卵（胚）、
卵巣組織等の長期保管・管理、死後生殖、将来的
には代理懐胎）（現在、日本産科婦人科学会、日
本泌尿器科学会、日本がん・生殖医療学会が行っ
ている）

検討・監理事項
㋐生殖補助医療全般（情報提供・啓発）
㋑着床前遺伝学的検査（情報提供・啓発、施設認証、
検査所認証）
㋒出生前遺伝学的検査（情報提供・啓発、施設認証、
検査所認証）
㋓医学的適応のない卵子凍結（情報提供・啓発、施設
認証？）
㋔これからさらなる発展が予想される遺伝学的検査に
関しての運用・管理
㋕その他

生まれてくるこどものための医療に関わる
「生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホーム」（案）

 A 専門委員会：議論を行い報告書を発出
構成：医療関係者（産婦人科、小児科、看護、遺伝関連等）、
法学･生命倫理の専門家、障害者福祉分野の専門家、検査その
他の有識者等で構成する、必要時には追加

 B 運営委員会：専門委員会の報告書に沿っての運営、監理を行う
庶務：行政あるいは公益財団法人などの形での組織の関連課
が行う
費用：国が負担する
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まとめ

生まれてくるこどものために！！

公益社団法人日本産科婦人科学会
理事長 加藤聖子

臨床倫理監理委員会 委員長 鈴木 直

国に対して、生まれてくる
こどものための医療に関わ
る「生命倫理について審
議・監理・運営する公的プ
ラットホーム」の設立を強
く要望する

59

 こどもの権利を守る
 商業化を認めない
 差別につなげない
 女性の自己決定の尊重

 国民の間でも議論が分
かれる→社会的合意！



英国における公的管理機関
HFEAについて

（Human Fertilisation and Embryology Authority）
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法令に根拠を持つ生殖補助医療に関する公的な規制

 1982年：ワーノック委員会が、行政府によって公的認可庁を設置するよう
提言

↓

 1984年：ワーノック報告：①許認可機関とその機能、②実施に係る原則、
③不妊治療サービスの提供、④研究の法的規制、⑤新たな技術を踏まえた
既存法の改正。ヒト胚の研究活動と生殖補助医療を社会に管理（規制）す
る、法定の許認可機関を設置しなければならない！

↓

 1985年：医学研究評議会（MRC）と英国産科婦人科学会（RCOG）による
自発的認可機関（VLA）の設立
自発的認可機関（VLA）は任意の参加意思に依存＝強制力無し、

社会的位置付けは公的なものでは無い
↓

 1989年：暫定的認可機関（名称変更）→公的機関設立までの暫定的機関で
あることを名称の上から強調し、公的機関設立を国に促す！
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1990年：HFE法 1991年8月：HFEA設置
 生殖補助医療に関わる認可・監督行政
 胚研究に関わる関わる認可・監督行政

 一定の禁止行為（ヒトの胚の動物への移植等）
 HFEAの任務
 HFEAの組織
 HFEAの認可条件
 HFEAの認可手続き
 HFEAの罰則 等

2008年：HFE法

1990年の制定から20年近くが経過し、人々の考え方や社会情勢が大きく変化し、生殖補助医療（ART）
の普及が著しいことを背景として、新たに制定

 1990年HFA法における胚研究の許容範囲の拡大（改正1990年法）
 ARTに関連する家族法の改正
 着床前診断を容認するケースを列挙（法附則）
 代理懐胎取り決め法（1985年）における代理懐胎の費用と広告に関する部分の改訂
 2015年に、第三者の女性の卵子にミトコンドリア病の女性の卵子核を移植しIVF-ET施行を新たに認可

王立産科婦人科学会(Royal College of OBGY)等

法令に根拠を持つ生殖補助医療に関する公的な規制

学術団体によるガイドライン：優れた医療を行うための
専門家からの推奨事項であり、法的拘束力無し
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HFE法（1990年、2008年、2015年）

HFEA（1991年）
非府省型の公的機関英国政府

主務大臣（保健大臣） 1. 規制機関としての任務（実施施設認可）
2. 公衆への指導・助言を行う任務
3. 医療関係者・研究者への情報提供の任務ART実施施設の臨床責任者（HFEA認

可条件、ガイダンス）
 王立産科婦人科学会等によって定
められた訓練を受けた総合医療評
議会の登録専門医

着床前診断（HFEAガイダンス）
複数分社の専門家からなる医療チー
ムが対応
適応の可否の最終決定者→上級の臨
床遺伝学者

HFEAによるARTの規制
1. 改正1990年HFA法等の法律
2. 行政の規則
3. 認可条件（2023年2月現在198施設）→法的拘束力有り

4. HFEAが定める指示→法的拘束力有り

5. HFEAが定めるガイダンス（ART実施施設が治療と施設管理に関して遵守すべ
き見解） →法的拘束力無し

議長を含む21人の委員と4人の
シニアスタッフ（公募）
議長と副議長は非専門家

＋
保健省からのオブザーバー1名

63王立産科婦人科学会(Royal College of OBGY)等

法令に根拠を持つ生殖補助医療に関する公的な規制

学術団体によるガイドライン：優れた医療を行うための
専門家からの推奨事項であり、法的拘束力無し



時代に応じたバランスをとりながら…

公的管理運営機関厳格
・無償性（対価なし）
・出自を知る権利∞（面会等無制限etc.）
・子への告知は法的義務
・近親婚確認のために提供者情報すべて提供
・近親婚防止のための10人ルール
・あっせん業者以外の一時的あっせん禁止

公的管理運営機関寛容
・ある程度の対価
・利用者が配偶子を選ぶ。特に二人目は同じ提供者
・出自を知る権利の制限やむなし（提供者の面会拒否権）
・子への告知は努力義務
・親族以外の知人からの提供の容認
・実施施設の配偶子一時的あっせんの許可

提供者ごく少数
結局海外へ行く
一部は闇に潜る
私的取り引きの横行
幸福追求権の侵害？

商業主義的な宣伝？
優生思想の余地？
（大人の）幸福追求権（ニーズ）に対応？
生まれた子どもの幸福追求権は？

継続的な議論の場と、時代に応じた修正が必要

公益社団法人日本産科婦人科学会 前理事長 木村 正
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